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 ○ 所管事項の報告について 

１ 所管事務等の変更について 

２ プレミアム付商品券事業について 

３ 八戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正（案）の概要について 

４ 八戸市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正（案）の概要について 

５ 八戸市個人番号の利用に関する条例の一部改正（案）の概要につ

いて 

６ 八戸市国民健康保険税条例の一部改正（案）の概要について 

７ 東日本大震災被災者に係る一部負担金免除期間の延長について 

８ 八戸市介護保険条例の一部改正（案）の概要について 

９ 成人男性を対象とした風しん予防ワクチンの定期予防接種の導

入について 

10 市民防災部指定管理者制度導入予定施設について 

11 令和元年５月２日の暴風による被害状況について 

日時 令和元年５月 22日(水) 

   午前 10時 

場所 第３委員会室 



 

所管事務等の変更について 

 

◎令和元年度機構改革の内容 

１ 福祉政策課におけるプレミアム付商品券室の新設 

消費税・地方消費税率の 10％への引上げが低所得者や子育て世帯の消費に

与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを

目的として実施する「プレミアム付商品券事業」を円滑に進めるための専任部

署として設置したものである。 

 

２ 生活福祉課における生活福祉第六グループの増設 

  生活保護世帯の増加に対応するため、生活福祉第六グループを増設したも

のである。 

 

 

平成 30 年度 令和元年度 

福祉部 福祉政策課 

 福祉政策グループ 

指導監査グループ 

 

福祉部 福祉政策課 

 福祉政策グループ 

指導監査グループ 

 プレミアム付商品券室 

生活福祉課 

 管理グループ 

 生活福祉第一グループ 

 生活福祉第二グループ 

 生活福祉第三グループ 

 生活福祉第四グループ 

 生活福祉第五グループ 

生活福祉課 

 管理グループ 

 生活福祉第一グループ 

 生活福祉第二グループ 

 生活福祉第三グループ 

 生活福祉第四グループ 

 生活福祉第五グループ 

 生活福祉第六グループ 
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令和元年５月 22 日 

福   祉   部 



参考＜機構改革（福祉部関係分）＞ 

平成 30 年度 令和元年度 

福祉部 福祉政策課 

 福祉政策グループ 

 指導監査グループ 

 

福祉部 福祉政策課 

 福祉政策グループ 

 指導監査グループ 

プレミアム付商品券室 

 

 

生活福祉課 

 管理グループ 

 生活福祉第一グループ 

 生活福祉第二グループ 

 生活福祉第三グループ 

 生活福祉第四グループ 

 生活福祉第五グループ 

 生活福祉課 

 管理グループ 

 生活福祉第一グループ 

 生活福祉第二グループ 

 生活福祉第三グループ 

 生活福祉第四グループ 

 生活福祉第五グループ 

生活福祉第六グループ 

 こども未来課 

 企画育成グループ 

 認可監査グループ 

 こども未来課 

 企画育成グループ 

 認可監査グループ 

 子育て支援課 

 家庭支援グループ 

 子育て給付グループ 

 子育て支援課 

 家庭支援グループ 

 子育て給付グループ 

 高齢福祉課 

 高齢福祉グループ 

 地域包括支援センター 

 高齢福祉課 

 高齢福祉グループ 

 地域包括支援センター 

 障がい福祉課 

 障がい福祉グループ 

 自立支援グループ 

 障がい福祉課 

 障がい福祉グループ 

 自立支援グループ 

 



プレミアム付商品券事業について 
 

１ 概要 

   本年10月に予定される消費税・地方消費税率の10％への引上げが低所得者や子育て

世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするこ

とを目的として、プレミアム付商品券を販売する。 

 低所得者 子育て世帯 

購入対象者 令和元年度市民税の非課税者 

 

平成 28 年４月２日から令和元年９

月 30 日までの間に生まれた子が属

する世帯の世帯主 

購入限度額 20,000円（25,000円分の商品券） 20,000円（25,000円分の商品券） 

×対象児童数 

 � 4,000円(5,000円分の商品券)×５セットの分割販売とし、複数セットの同時購入も可能 

� 商品券の購入には、市が交付する「購入引換券」が必要 

申 請 手 続 必要 不要 

対 象 者 数 
（※） 

約46,000人 約 5,500人 

発行見込額 約1,150,000 千円 

（うちプレミアム分230,000千円） 

約 137,500千円 

（うちプレミアム分27,500千円） 

※ 対象者数は、現時点での見込み。 

 

２ スケジュール（予定） 

令和元年７月～８月  商品券使用可能店舗の募集・登録 

８月上旬  《低所得者》購入引換券交付申請書の送付 

８月上旬～11月末 《低所得者》購入引換券交付申請書の受付・審査 

９月下旬～ 《低所得者・子育て世帯》購入引換券の送付 

10月～２年２月末 《低所得者・子育て世帯》商品券の販売 

【商品券の使用期間】令和元年10月～２年３月末 

 

３ 事業の周知 

   購入希望者の申請漏れが生じないよう対象者への個別案内に加え、適時適切な周知を行う。 

(1) 広報はちのへ（予定） 

� ６月号（5/20発行）･････････････ 事業の告知 

� ７月号（6/20発行）【特集】 ･････ 対象者、購入限度額、申請手続き等の案内 

� 随時  ･････････････････････････ 申請期限、販売期限、使用期限等の周知 

(2) 市ホームページ（予定） 

� 広報はちのへ掲載内容のほか、よくある質問（ＦＡＱ）等を掲載 

(3) ポスター・チラシ（予定） 

� 市内公共施設や商業施設等へ掲示 

民 生 協 議 会 資 料 
令 和 元 年 ５ 月 2 2 日 
福 祉 部  福 祉 政 策 課 

市民税課税者と生計同一の配偶者や
扶養親族、生活保護受給者等を除く。 



 

 

 

八戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を 

定める条例の一部改正（案）の概要について 

 
１ 改正の理由 

  「平成 29 年の地方からの提案等に関する対応方針」及び「平成 30 年の地方からの提案等

に関する対応方針」を踏まえ、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（厚生労働省

令）」が一部改正されたことに伴い、当市においても家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正を行うもの。 

 

２ 改正の概要 

（１） 連携施設の確保について 

項目 改正前 改正後 

代替保育の提供 

代替保育の提供先を保育所、幼

稚園又は認定こども園（以下「連

携施設」という。）に限定。 

連携施設の確保が困難な場合、一

定の要件のもと次の事業者からの

確保も認める。 

・小規模保育事業Ａ型、Ｂ型 

・事業所内保育事業 

卒園後の受け皿の

設定 

 卒園後の受け皿の設定を連携施

設に限定。 

○ 連携施設の確保が困難な場合、

入所定員が 20 人以上である次の

事業所等からの確保も認める。 

・企業主導型保育事業 

・地方公共団体の補助を受けてい

る認可外保育施設 

 

○ 保育所型事業所内保育事業所

については、恒常的に満３歳以上

の児童を受け入れているなど、市

が認める場合、卒園後の受け皿に

ついては確保を求めない。 

連携施設に係る経

過措置 

 連携施設の確保が困難な場合、

制度施行から５年間は、連携施設

の確保をしないことができる。 

経過措置を５年から 10 年に延長

する。 

 

 （参考）連携施設について 

家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、事業者によ

る保育の提供の終了後も満３歳以上の児童に対して必要な教育又は保育が継続的に提供さ

れるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う施設を適切に確保する必要がある。 

保育内容の支援 合同保育、健康診断、園庭開放、保育についての助言 

代替保育の提供 
職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合

に、連携施設が代わって保育を提供 

卒園後の受け皿の

設定 

家庭的保育事業等は、満３歳未満の乳幼児を受入対象とした事業

であることから、卒園後の受入れ先を確保する必要があるもの 

民 生 協 議 会 資 料 

令和元年 5 月 22 日 

福祉部こども未来課 



 

 

（２）食事の提供等について  

項目 改正前 改正後 

食事の提供等につ

いて 

 園児に対する食事については、

自園調理が原則であるが、次のと

おり外部搬入も認める。 

 ・連携施設 

 ・同一法人又は関連法人が運 

営する小規模保育事業等 

家庭的保育事業に限り、左記に

加え、保育所等に食事の搬入を行

い、乳幼児にアレルギー対応等の

配慮を行うことができると市が

認めるものからの外部搬入も認

める。 

 

食事の提供等に係

る経過措置 

 新制度移行前から保育事業を

行う者が新制度移行後に家庭的

保育事業等の認可を得た場合、制

度施行から５年間は、調理員の配

置及び調理室又は調理設備の設

置を要しない。 

 

 家庭的保育事業に限り、経過措

置を５年から 10年に延長する。 

 

 

３ 施行期日 

公布の日 



 

 

 

八戸市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の 
一部改正（案）の概要について 

 
 
 

1．改正理由 
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、母子支援員の

資格要件に専門職大学の前期課程の修了者を加えるとともに、心理療法担当職

員の資格に係る規定の整備をするためのものである。 

２．改正内容 

（１）母子生活支援施設職員の資格要件の明確化 
 母子生活支援施設に配置できる職員のうち、心理療法担当職員の資格要件 

は、「学校教育法の規定による大学」において心理学を専修する学科若しくは 

これに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の 

技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められるものでな 

ければならないとされている。 

今回の改正は、「学校教育法の規定による大学」には、「短期大学を含まな 

い」ことを明確化するもの。 
 
（参考） 

心理療法担当職員とは、母子生活支援施設に配置できる職員である。 
虐待等による心的外傷のために心理療法を必要とする母子に対してカウン 
セリングなどの心理療法により改善を促し、自立の支援を行う者。 

    

（２）母子支援員の資格要件の拡大 
 平成 31年４月１日より、学校教育法の改正により専門職業人の養成を目的 

とする新たな高等教育機関として、「専門職大学」の制度が設けられ、専門職 

大学は前期・後期に課程を区分することができることとされた。 

今回の改正は、母子支援員の資格を有する者として「専門職大学の前期課程 

を修了した者」を対象に加えるもの。  
（参考） 
○専門職大学の前期課程修了者は、短期大学卒業者と同等の教育水準を達成 
することとし、短期大学士相当の文部科学大臣の定める学位が授与される。 
 

○専門職大学 ・専門職短期大学（平成 31年度４月開設） 
・専門職大学 
高知リハビテーション専門職大学（高知県土佐市）、国際ファッション
専門職大学（東京都新宿区、愛知県名古屋、大阪府大阪市） 
 

・専門職短期大学 
ヤマザキ動物看護専門職短期大学（東京都渋谷区） 

 

３．施行期日    

公布の日 

民 生 協 議 会 資 料      
令 和 元 年 ５ 月 2 2 日       
福 祉 部 子 育 て 支 援 課              
 







 

 

八戸市個人番号の利用に関する条例の一部改正（案）の概要について 

 

１ 改正の理由 

「老人福祉法」及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律別表第２の主務省令で定める事務及び情報を定める命令」（以下「主務省令」と

いう。）の一部改正に伴い、市長が保有する特定個人情報の利用に係る規定の整備をする

ためのもの。 

 

２ 改正の内容 

  「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律」（第８次地方分権一括法）が令和元年６月１日に施行されることにより、老

人福祉法及び主務省令が一部改正され、老人福祉法における福祉の措置の事務について

情報連携（異なる機関同士の特定個人情報の照会及び提供）及び庁内連携（庁内の複数

事務間における特定個人情報の移転）を可能とする項目に地方税関係情報が追加される。    

当該事務における地方税関係情報の連携項目については、これまで主務省令に規定がな

かったため、当該条例において庁内連携できる項目として規定しているが、今般の主務省

令の一部改正により、当該条例の規定と重複することとなったことから、当該条例におけ

る重複部分を削除するものである。 

 

注） 老人福祉法における福祉の措置については、当市では養護老人ホームへの入所措

置又は費用徴収において、入所者本人及び扶養義務者の資産又は収入状況等を確認

する必要があるため、各種の添付書類の提出を義務付けていたが、特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律及び当該条例の規定により、マイナンバー

を利用した情報連携及び庁内連携を行うことでこれらを省略することとし、利用者

の利便性及び市における事務処理の効率化を図っている。 

なお、当該事務における地方税情報の庁内連携については、主務省令に連携項目

が規定されることとなるため、当該条例の重複部分を削除しても、現状の事務に変

わりはないものである。 

       

３ 施行期日 

公布の日 

民 生 協 議 会 資 料 

令和元年５月 22 日 

福祉部高齢福祉課 



. 

 

八戸市国民健康保険税条例の一部改正（案）の概要について 

 

１．改正理由 

地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の課税限度額及び軽減措置に係る基準を

改定するとともに、その他所要の改正を行うためのものである。 

 

 

２．主な改正内容 

 

（１）課税限度額の改定（第３条関係） 

国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を61万円（現行：58万円）に引き上げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）軽減措置に係る基準の改定（第24条関係） 

保険税（均等割額及び平等割額）の軽減対象となる世帯の軽減判定所得の算定において

被保険者数に乗ずべき金額を次のとおり引き上げ、基準を緩和する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

３．施行期日等  

（１）この条例は、公布の日から施行する。 

（２）改正後の条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、 

平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

民 生 協 議 会 資 料 

令和元年5月22日 

健康部 国保年金課 

現　　　　　行 改　　正　　後

７割 33万円以下 ※改正なし

５割 33万円＋27万5千円×被保険者数 33万円＋28万円×被保険者数

２割 　33万円＋50万円×被保険者数 　33万円＋51万円×被保険者数

軽減
割合

軽　減　判　定　所　得

基礎課税額
（医療分）

後期高齢者
支援金等課税額

介護納付金課税額
（40歳以上65歳未満）

所得割額 課税標準額×税率 8.0% 2.4% 2.3%

均等割額
被保険者
１人あたり

２３，０００円 ７，０００円 ８，０００円

平等割額 １世帯あたり ２５，０００円 ８，０００円 ９，０００円

61万円 19万円 16万円

令和元年度
国民健康保険税

課税限度額
（世帯の１年間の上限額）



 

東日本大震災被災者に係る一部負担金免除期間の延長について 

 

 

１ 概要 

東日本大震災により被災した国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者に係る医

療機関窓口での一部負担金については、一定の要件に該当する場合、免除証明書を発行し、

その支払いを免除してきたところである。 

免除の期間は、平成 31 年 3 月 31 日まで（福島原発避難指示区域等からの避難者は平成

31 年 2 月 28 日まで）であったが、国の財政支援措置が延長になったこと等を踏まえ、引

き続き被災者の生活再建を支援するため、次のとおり期間を延長したものである。 

 

 

２ 延長期間 

(1) 特定被災区域の被保険者 

   令和 2 年 3 月 31 日まで 

 

(2) 福島原発事故に伴う避難指示区域等の被保険者 

令和 2 年 2 月 28 日まで 

 

 

３ 参考（免除証明書発行件数：平成 31 年 4 月 1 日現在） 

(1) 国民健康保険 

   442 件 

 

(2) 後期高齢者医療 

356 件 

  

民 生 協 議 会 資 料 
令和元年 5 月 22 日 
健康部国保年金課 



 

 

八戸市介護保険条例の一部改正（案）の概要について 

 

１ 改正の理由 

介護保険法施行令の一部改正に伴い、低所得者の保険料の減額賦課に係る保険料率を改定す

るとともに減額賦課の対象者を拡大し、その保険料率を定めるためのものである。 

 

２ 改正の内容 

公費による低所得者対策として、第１段階から第３段階の保険料率を下表のとおり引き下げ

るものである。 

段

階 
対象者 

保険料基準額に対する割合（年額） 

平成 30年 

4月～ 

平成 31年 

4月～ 

第
１
段
階 

・生活保護受給者、世帯全員が市民税非課

税の老齢福祉年金受給者 

・世帯全員が市民税非課税かつ本人の年金

収入等が 80万円以下の者 

0.45 

(34,020円) 

0.375 

(28,350円) 

第
２
段
階 

・世帯全員が市民税非課税かつ本人の年金

収入等が 80万円超 120万円以下の者 0.70 

(52,920円) 

0.60 

(45,360円) 

第
３
段
階 

・世帯全員が市民税非課税かつ本人の年金

収入等が 120万円超の者 0.725 

(54,810円) 

0.7125 

(53,865円) 

 

３ 施行期日 

  公布日から施行し、令和元年度保険料から適用する。 
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成人男性を対象とした風しん予防ワクチンの定期予防接種の導入について 

 

 

１．背景・理由 

国は、東京オリンピック・パラリンピックを間近に控える中、昨年度、首都圏等を

中心に成人男性が風しんに感染した旨の届出が急増したこと等を踏まえ、これまで妊

娠希望の女性等を対象に実施してきた抗体検査及び予防接種費用の助成事業に加え、

さらに追加的対策を実施する必要があるとして、本年２月１日、予防接種法施行令を

一部改正した。 

これにより、成人男性を対象とした風しん予防ワクチンの予防接種が定期接種に追

加されたことから、当市において抗体検査及び予防接種を実施するもの。 

 

２．概要 

（１）対象者 

昭和 37 年４月２日から昭和 54 年４月１日までの間に生まれた男性 

   （当市対象者数：27,157 人） 

（２）実施方法 

対象者は、市が発行するクーポン券を利用し、風しん抗体検査を受け、風しん抗体

価が低い場合に風しん予防ワクチンを接種する。 

（３）実施機関 

 抗体検査：受託医療機関あるいは健診機関 

→居住地以外の医療機関でも抗体検査を受けることができる。 

→国保特定健診・事業所健診の機会に抗体検査を受けることができる。 

予防接種：受託医療機関（個別接種） 

※実施機関数：市内 52 機関（平成 31年３月 31日現在） 

（４）実施期間 

   ３年間（令和４年３月 31 日まで）で集中的に実施 

（５）費用負担 

 抗体検査及び予防接種費ともに自己負担なし（無料） 

 

３．クーポン券の発行 

・クーポン券発行は、実施機関が混乱しないよう対象者を区分して段階的に郵送する。 

   今年度の郵送対象者：昭和 47 年４月２日から昭和 54年４月１日生まれの方 

（当市対象者数：11,320 人） 

・ただし、郵送対象者ではない者でも希望者にはクーポン券を発行する。 

 

４．クーポン券の送付 

令和元年７月中旬以降（予定） 

 

５．周知方法 

（１）市ホームページ・ＳＮＳ・広報はちのへを活用した情報発信 

（２）報道機関への情報提供 

民 生 協 議 会 資 料 

令 和 元 年 ５ 月 2 2 日 

健康部保健所保健予防課 



 

 

市民防災部指定管理者制度導入予定施設について 

 

 

   「指定管理者制度の導入方針」（平成 25年３月改訂）に基づき、令和２年度から継続して 

  ４施設に指定管理者制度を導入する。 

 

 

  １ 導入施設 

   ◇ 公募施設   ４施設 

   ◇ 非公募施設  ０施設 

   ◇ 指定期間   令和２年４月１日～令和７年３月 31日（５年） 

    

No 対象施設名称 
施設 

数 
所管課 現在の指定管理者 

募集

区分 

1 斎場 1 市民課 三八五流通㈱ 公募 

2 

東霊園 

西霊園 

南郷中央霊園 

3 市民課 
(公社)八戸市シルバー

人材センター 
公募 

 

 

  ２ 管理運営開始までのスケジュール 

令和元年７～10月 ◇指定管理者候補者の募集及び審査・決定 

11月 ◇定例協議会 

 ・指定管理者候補者の選定結果の報告 

12月 ◇12月定例会 

 ・指定管理者指定議案の提案・議決 

 ・指定管理料の債務負担行為の設定 

令和２年１月 ◇包括協定の締結 

３月 ◇３月定例会 

 ・指定管理料に係る予算案の提案・議決 

４月 ◇管理運営開始 
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令和元年５月２日の暴風による被害状況について 

 

 

１ 気象情報（青森地方気象台発表） 

 (1) 警報 

  ５月２日 10：13 暴風警報発表 

  ５月２日 17：30 暴風警報解除 

 (2) 風速（八戸特別地域気象観測所観測） 

   最大風速   西   23.1 m/s（5/2 15:07） 

  最大瞬間風速 西南西 36.0 m/s（5/2 14:12） 

 

２ 被害状況  

区分 被害の状況 

①人的被害 〇負傷者１名（80代女性 強風により転倒） 

②建物被害 〇看板落下１件（卸センター一丁目） 

③建設関係被害 〇道路被害 

・倒木３件（南郷大字島守２件、南郷大字頃巻沢１件） 

・交通標識傾倒１件（類家四丁目） 

・カーブミラー落下１件（上徒士町） 

④文化教育関係被害 〇建物被害 

・湊小学校屋根笠木破損及びトタンめくれ 

⑤ライフライン被害 〇停電 南郷大字市野沢 約 500戸（15:48～17:45） 

    ※樹木の接触による 

⑥交通機関 〇東北新幹線：平常運転 

〇ＪＲ八戸線：一部遅延 

〇青い森鉄道：一部遅延 

〇シルバーフェリー：平常運転 

 

民 生 協 議 会 資 料 

令 和 元 年 5 月 2 2 日 

市民防災部防災危機管理課 
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